
  

一 

令和 5 年 3 月 31 日（金曜日） 千 葉 県 報 号外第３３号 
      

 
 

主 
 

要 
 

目 
 

次 

 
 

規 
 

則 

○ 

千
葉
県
立
県
民
の
森
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一 

○ 

森
林
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一 

 
 

告 
 

示 

○ 

千
葉
県
土
地
改
良
事
業
補
助
金
交
付
要
綱
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二 

 
 

海
区
漁
業
調
整
委
員
会
告
示 

○ 

千
葉
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
が
保
有
す
る
行
政
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改 

 
 

 

 
 

正
す
る
告
示 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二 

○ 

千
葉
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
行
政
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示 

 
 

 
 

 
 

 

二 

○ 

千
葉
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
に
関
す
る
規
程
を
廃
止
す
る
告
示 

 
 

 

三 

 
 

内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
告
示 

○ 

千
葉
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
が
保
有
す
る
行
政
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部 

 
 

 

 
 

を
改
正
す
る
告
示 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三 

○ 

千
葉
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
行
政
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示 

 
 

 
 

 

三 

○ 

千
葉
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
に
関
す
る
規
程
を
廃
止
す
る
告
示 

 

四 

規

則 

 

千
葉
県
立
県
民
の
森
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る

 

 
 

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 
人 

 
 

千
葉
県
規
則
第
二
十
八
号 

 
 

 

千
葉
県
立
県
民
の
森
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

千
葉
県
立
県
民
の
森
管
理
規
則

昭
和
四
十
六
年
千
葉
県
規
則
第
四
十
七
号

の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る

 

 

第
十
条
第
一
項
中

千
葉
県
立
県
民
の
森
許
可
申
請
書

を

千
葉
県
立
県
民
の
森

販
売
・
案
内
・

写
真
撮
影
等

許
可
申
請
書

に
改
め
る

 

 

第
十
三
条
第
一
項
中

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

に
改
め
る

 

 

別
記
第
一
号
様
式
中

 

を
削
り

同
様
式
の
注
を
削
る

 

 

別
記
第
二
号
様
式
中

 

を
削
る

 

 

別
記
第
三
号
様
式
中

 

を
削
り

同
様
式
の
注
を
削
る

 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は

令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る

 

  

森
林
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る

 

 
 

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

千
葉
県
規
則
第
二
十
九
号 

 
 

 

森
林
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

森
林
法
施
行
細
則

平
成
二
十
二
年
千
葉
県
規
則
第
四
十
八
号

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

 

 

第
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中

第
四
条

を

第
四
条
第
一
号

に
改
め

同
条
第
三
項
中

第
四

条
第
一
号

を

第
四
条
第
二
号

に
改
め

同
項
第
十
三
号
中

の
設
計

を

仮
設
の
防
災
施
設

等
を
設
置
す
る
場
合
に
あ

て
は

当
該
仮
設
の
防
災
施
設
等
を
含
む

の
設
計

に
改
め

同
項
中

第
二
十
五
号
を
削
り

第
二
十
四
号
を
第
二
十
五
号
と
し

第
二
十
三
号
を
第
二
十
四
号
と
し

第
二
十

二
号
を
第
二
十
三
号
と
し

第
二
十
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る

 

 

二
十
二 

防
災
施
設
等
の
維
持
管
理
計
画
書 

 

第
二
条
第
四
項
中

第
二
十
四
号

を

第
二
十
五
号

に
改
め

同
条
第
五
項
中

第
二
十
二
号

を

第
二
十
三
号

に
改
め

同
条
第
六
項
中

第
三
項
第
二
十
五
号
及
び
第
二
十
七
号

を

第
三
項

第
二
十
七
号

に
改
め

及
び
中
欄

を
削
り

同
項
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る

 

工
事
施
工
者 

書
類 

個
人 

住
民
票
の
写
し
若
し
く
は
個
人
番
号
カ

ド

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人

を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律

平
成
二
十
五
年
法
律
第
二

十
七
号

第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
カ

ド
を
い
う

の
写
し
又

は
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
で
あ

て
氏
名
及
び
住
所
を
証
す
る
書
類

建
設
業
法

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号

第
三
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
て
い
る
こ
と
を

証
す
る
書
類

所
得
税
に
関
す
る
納
税
証
明
書

事
業
実
施
体
制
を
示
す
書
類
並

び
に
工
事
経
歴
書 

法
人 

定
款
又
は
寄
附
行
為

登
記
事
項
証
明
書

建
設
業
法
第
三
条
第
一
項
の
許
可
を

受
け
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

法
人
税
に
関
す
る
納
税
証
明
書

事
業
実
施

体
制
を
示
す
書
類
及
び
工
事
経
歴
書 

法
人
で
な
い

団
体 

 

代
表
者
の
氏
名
及
び
規
約
そ
の
他
当
該
団
体
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
定
め
を

記
載
し
た
書
類

建
設
業
法
第
三
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
証
す

る
書
類

事
業
実
施
体
制
を
示
す
書
類

財
務
諸
表
等

申
請
の
日
の
属
す
る
事 

 

業
年
度
の
前
事
業
年
度
に
お
け
る
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
そ
の
他
の
当
該 

 
 

毎
週
火
・
金
曜
日
定
例
発
行 

令

和

5

年

3 

月

31

日 

号 
 

外 

 

千
葉

県
立

 
 

 
県

民
の

森
指

定
管

理
者

 
 

 
 

 
□ 印

 

 
千

葉
県

立
 

 
 

県
民

の
森

指
定

管
理

者
 

 
 

 
千

葉
県

知
事

 
 

 
 

 
□ 印

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
千

葉
県

知
事

 

㊞
 

㊞
 

□ 印
 



 
 

 

二 

千 葉 県 報 号外第３３号 令和 5 年 3 月 31 日（金曜日） 
 

 

 

団
体
の
財
務
の
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
を
い
う

以
下
同

じ

並
び
に
工
事
経
歴
書 

 

第
二
条
第
八
項
中

第
四
条
第
二
号

を

第
四
条
第
三
号

に
改
め

同
条
に
次
の
一
項
を
加
え

る

 

９ 

省
令
第
四
条
第
六
号
の
書
類
は

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
申
請
者

法
第
十
条
の
二
第
一
項
の
許

可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
を
い
う

の
区
分
に
応
じ

同
表
の
下
欄
に
定
め
る
書
類
と
す
る

 

申
請
者 

書
類 

個
人 

所
得
税
に
関
す
る
納
税
証
明
書
及
び
事
業
経
歴
書 

法
人 

定
款
又
は
寄
附
行
為

財
務
諸
表
等

法
人
税
に
関
す
る
納
税
証
明
書

事
業

経
歴
書
及
び
印
鑑
登
録
証
明
書 

法
人
で
な
い

団
体 

財
務
諸
表
等
及
び
事
業
経
歴
書 

 

別
記
第
六
号
様
式
中

 
 

 
 

 

を

 
 

 
 

 

に
改
め

同
様
式
の
注
１
中

 
 

 
 

 

 

を

 
 

 
 

 

に
改
め

同
様
式
の
注
２
中

 
 

 
 

の
次
に

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を
加
え
る

 

 

別
記
第
八
号
様
式
中

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
を

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
改
め

る

 

 
 

 

附 

則 

 

施
行
期
日

 

１ 

こ
の
規
則
は

令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る

 

 

経
過
措
置

 

２ 

こ
の
規
則
の
施
行
前
に

改
正
前
の
森
林
法
施
行
細
則
の
規
定
に
よ
り
調
製
し
た
用
紙
は

こ
の
規

則
の
施
行
後
に
お
い
て
も

当
分
の
間

所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る

 

告

示 

 

千
葉
県
土
地
改
良
事
業
補
助
金
交
付
要
綱
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る

 

 
 

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

千
葉
県
告
示
第
百
六
十
二
号 

 
 

 

千
葉
県
土
地
改
良
事
業
補
助
金
交
付
要
綱
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示 

 

千
葉
県
土
地
改
良
事
業
補
助
金
交
付
要
綱

昭
和
五
十
九
年
千
葉
県
告
示
第
八
百
十
五
号

の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る

 

 

別
表
十
三
の
項
農
業
基
盤
整
備
促
進
事
業
の
目
農
業
水
路
等
長
寿
命
化
・
防
災
減
災
事
業
の
節
中

定

額

の
下
に

た
だ
し

知
事
が
別
に
定
め
る
額
を
上
限
と
す
る

を
加
え

総
事
業
費
五
千
万

円
以
上
一
億
円
未
満
の
も
の
に
つ
い
て
は
当
該
事
業
費
の
九
十
二
パ

セ
ン
ト

振
興
山
村

半
島
振
興 

対
策
実
施
地
域

過
疎
地
域

特
定
農
山
村
地
域
又
は
指
定
棚
田
地
域
に
お
い
て
行
う
事
業
の
場
合
に
あ

つ
て
は

九
十
七
パ

セ
ン
ト

以
内

総
事
業
費
八
百
万
円
以
上
五
千
万
円
未
満
の
も
の
に
つ
い
て

は

を
削
る

 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
告
示
は

令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る

 

海

区

漁

業

調

整

委

員

会

告

示 

 

千
葉
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
が
保
有
す
る
行
政
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告

示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る

 

 
 

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
会
長 

 

石 

井 
 

春 

人 
 

 

千
葉
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
告
示
第
二
号 

 
 

 

千
葉
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
が
保
有
す
る
行
政
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す

る
告
示 

 

千
葉
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
が
保
有
す
る
行
政
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
規
程

平
成
十
三
年
千
葉
海

区
漁
業
調
整
委
員
会
告
示
第
二
号

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

 

 

第
一
条
中

千
葉
県
情
報
公
開
条
例
第
二
条
第
二
項
第
二
号
の
施
設
及
び
同
項
第
三
号
の
電
磁
的
記
録

を
定
め
る
規
則

を

千
葉
県
情
報
公
開
条
例
第
二
条
第
二
項
第
二
号
の
施
設
を
定
め
る
規
則

に
改
め

る

 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
告
示
は

令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る

 

  

千
葉
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
行
政
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る

 

 
 

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
会
長 

 

石 

井 
 

春 

人 
 

 

千
葉
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
告
示
第
三
号 

 
 

 

千
葉
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
行
政
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示 

 
千
葉
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
行
政
文
書
管
理
規
程

平
成
十
三
年
千
葉
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
告
示
第

三
号

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

 

 

第
二
条
第
三
号
た
だ
し
書
中

次
に
掲
げ
る

を

官
報

公
報

白
書

新
聞

雑
誌

書
籍
そ
の

他
不
特
定
多
数
の
者
に
販
売
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
発
行
さ
れ
る

に
改
め

同
号
イ
及
び
ロ
を
削

る

 

 

第
十
一
条
第
四
項
第
二
号
中

千
葉
県
個
人
情
報
保
護
条
例

平
成
五
年
千
葉
県
条
例
第
一
号

を

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律

平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
七
号

に

利
用
停
止
等
請
求

を

利
用
停
止
請
求

に

同
条
例
第
二
十
二
条
第
一
項

第
三
十
四
条
第
一
項
又
は
第
四
十
三
条
第

防
災

工
事

 
 

仮
設

の
防

災
施

設
等

 

第
二

条
第

三
項

第
二

十
三

号
 

 
第

二
条

第
三

項
第

二
十

四
号

 
 

進
捗 ち
ょ
く状

況
 

進
捗

状
況

表
 

 全
体

進
捗 ち
ょ
く率

 
 

全
体

進
捗

率
 

 

表に
係

る
も

の
を

含
む

。
）

 
 



  

三 

令和 5 年 3 月 31 日（金曜日） 千 葉 県 報 号外第３３号 

一
項

を

同
法
第
七
十
八
条
第
一
項
第
四
号

第
九
十
四
条
第
一
項
又
は
第
百
二
条
第
一
項

に
改
め

る
 

 
 

 
附 

則 

 

施
行
期
日

 

１ 

こ
の
告
示
は

令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る

 

 

経
過
措
置

 

２ 

こ
の
告
示
の
施
行
の
日

以
下

施
行
日

と
い
う

前
に
千
葉
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
行
政
文

書
管
理
規
程

以
下

規
程

と
い
う

第
二
条
第
三
号
に
規
定
す
る
職
員

以
下

職
員

と
い

う

が
職
務
上
作
成
し
た
同
号
に
規
定
す
る
電
磁
的
記
録
で
あ

て

職
員
が
組
織
的
に
用
い
る
も

の
と
し
て
千
葉
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
が
保
有
し
て
い
る
も
の

改
正
前
の
規
程
第
二
条
第
三
号
ロ
に

掲
げ
る
も
の
に
限
る

は

改
正
後
の
規
程
第
二
条
第
三
号
に
規
定
す
る
行
政
文
書
に
は
含
ま
な
い

も
の
と
す
る

 

３ 

施
行
日
前
に
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例

令
和
四
年
千
葉
県
条
例
第
三
十
七
号

附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
千
葉
県
個
人
情
報
保
護
条
例

平
成
五
年
千
葉
県
条
例
第
一

号

に
基
づ
く
開
示
請
求

訂
正
請
求
又
は
利
用
停
止
等
請
求
が
あ

た
改
正
前
の
規
程
第
二
条
第
三

号
に
規
定
す
る
行
政
文
書
を
含
む
規
程
第
十
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
簿
冊
等
に
つ
い
て
は

改
正

後
の
規
程
第
十
一
条
第
四
項
第
二
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず

な
お
従
前
の
例
に
よ
る

 

  

千
葉
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
に
関
す
る
規
程
を
廃
止
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に

定
め
る

 

 
 

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
会
長 

 
石 
井 

 

春 

人 
 

 

千
葉
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
告
示
第
四
号 

 
 

 

千
葉
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
に
関
す
る
規
程
を
廃
止
す
る
告
示 

 

千
葉
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
に
関
す
る
規
程

平
成
五
年
千
葉
海
区
漁
業
調
整

委
員
会
告
示
第
二
号

は

廃
止
す
る

 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
告
示
は

令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る

 

内

水

面

漁

場

管

理

委

員

会

告

示 

 

千
葉
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
が
保
有
す
る
行
政
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す

る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る

 

 
 

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
会
長 

 

粕 

谷 
 

 
 

清 
 

 

千
葉
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
告
示
第
三
号 

 
 

 

千
葉
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
が
保
有
す
る
行
政
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改

正
す
る
告
示 

 

千
葉
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
が
保
有
す
る
行
政
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
規
程

平
成
十
三
年
千

葉
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
告
示
第
一
号

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

 

 

第
一
条
中

千
葉
県
情
報
公
開
条
例
第
二
条
第
二
項
第
二
号
の
施
設
及
び
同
項
第
三
号
の
電
磁
的
記
録

を
定
め
る
規
則

を

千
葉
県
情
報
公
開
条
例
第
二
条
第
二
項
第
二
号
の
施
設
を
定
め
る
規
則

に
改
め

る

 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
告
示
は

令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る

 

  

千
葉
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
行
政
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め

る

 

 
 

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
会
長 

 

粕 

谷 
 

 
 

清 
 

 

千
葉
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
告
示
第
四
号 

 
 

 

千
葉
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
行
政
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示 

 

千
葉
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
行
政
文
書
管
理
規
程

平
成
十
三
年
千
葉
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員

会
告
示
第
二
号

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

 

 

第
二
条
第
三
号
た
だ
し
書
中

次
に
掲
げ
る

を

官
報

公
報

白
書

新
聞

雑
誌

書
籍
そ
の

他
不
特
定
多
数
の
者
に
販
売
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
発
行
さ
れ
る

に
改
め

同
号
イ
及
び
ロ
を
削

る

 

 

第
十
一
条
第
四
項
第
二
号
中

千
葉
県
個
人
情
報
保
護
条
例

平
成
五
年
千
葉
県
条
例
第
一
号

を

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律

平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
七
号

に

利
用
停
止
等
請
求

を

利
用
停
止
請
求

に

同
条
例
第
二
十
二
条
第
一
項

第
三
十
四
条
第
一
項
又
は
第
四
十
三
条
第

一
項

を

同
法
第
七
十
八
条
第
一
項
第
四
号

第
九
十
四
条
第
一
項
又
は
第
百
二
条
第
一
項

に
改
め

る

 

 
 

 

附 

則 

 

施
行
期
日

 

１ 

こ
の
告
示
は

令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る

 

 
経
過
措
置

 
２ 
こ
の
告
示
の
施
行
の
日

以
下

施
行
日

と
い
う

前
に
千
葉
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
行

政
文
書
管
理
規
程

以
下

規
程

と
い
う

第
二
条
第
三
号
に
規
定
す
る
職
員

以
下

職
員

と
い
う

が
職
務
上
作
成
し
た
同
号
に
規
定
す
る
電
磁
的
記
録
で
あ

て

職
員
が
組
織
的
に
用
い

る
も
の
と
し
て
千
葉
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
が
保
有
し
て
い
る
も
の

改
正
前
の
規
程
第
二
条
第

三
号
ロ
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る

は

改
正
後
の
規
程
第
二
条
第
三
号
に
規
定
す
る
行
政
文
書
に
は

含
ま
な
い
も
の
と
す
る

 

３ 

施
行
日
前
に
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例

令
和
四
年
千
葉
県
条
例
第
三
十
七
号



 
 

 

四 
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附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
千
葉
県
個
人
情
報
保
護
条
例

平
成
五
年
千
葉
県
条
例
第
一

号

に
基
づ
く
開
示
請
求

訂
正
請
求
又
は
利
用
停
止
等
請
求
が
あ

た
改
正
前
の
規
程
第
二
条
第
三

号
に
規
定
す
る
行
政
文
書
を
含
む
規
程
第
十
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
簿
冊
等
に
つ
い
て
は

改
正

後
の
規
程
第
十
一
条
第
四
項
第
二
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず

な
お
従
前
の
例
に
よ
る

 

  

千
葉
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
に
関
す
る
規
程
を
廃
止
す
る
告
示
を
次
の
よ

う
に
定
め
る

 

 
 

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
会
長 

 

粕 

谷 
 

 
 

清 
 

 

千
葉
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
告
示
第
五
号 

 
 

 

千
葉
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
に
関
す
る
規
程
を
廃
止
す
る
告
示 

 

千
葉
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
に
関
す
る
規
程

平
成
五
年
千
葉
県
内
水
面

漁
場
管
理
委
員
会
告
示
第
三
号

は

廃
止
す
る

 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
告
示
は

令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
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発 

行 

者 
 

千
葉
市
中
央
区
市
場
町
一
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一
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葉 
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購
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込
先 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

〇
四
三

二
二
三

二
六
五
八 

 


